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２．令和５年度監査の主な指摘事項について（茨城県）
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令和５年度監査実績（監査結果：改善指導２件）

【主な指導内容①（訪問介護）】

○ サービス提供責任者が訪問介護以外の事業の業務にも従事しており、

常勤専従の要件を満たしていなかった。サービス提供責任者を適切に

配置すること。

○ 訪問介護事業者は、居宅サービス計画に沿った訪問介護を提供しなけ

ればならないが、居宅サービス計画に位置付けた日時、回数とは異な

る訪問介護を提供していた。居宅サービス計画に沿った訪問介護を提

供し、居宅サービス計画に沿って訪問介護を提供できない場合は、居

宅介護支援事業者へ連絡を行い、居宅サービス計画の変更を行うこと。

○ 実際に提供した回数を超えて訪問介護の介護報酬を請求し、受領して

いるものがあった。過払いに係る介護報酬を返還すること。



２．令和５年度監査の主な指摘事項について（茨城県）
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【主な指導内容②（特別養護老人ホーム）】

○ 介護支援専門員の配置が人員基準を満たしていなかった。介護支援専

門員については、入所者の数が100又はその端数を増すごとに1以上配

置すること。

○ 介護職員及び看護職員の配置が人員基準を満たしていなかった。介護

職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が3又はそ

の端数を増すごとに1以上配置すること。

○ 勤務割表について、職員の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、職種、

兼務関係が明確になっていなかった。

○ 介護職員、看護職員又は介護支援専門員の員数について、人員基準欠

如が発生していた期間の介護報酬は所定単位数の７０％で算定するこ

と。また、過払いとなった介護報酬を返還すること。



【参考】令和４年度監査の概要（全国）について

【監査実施事業所数・監査結果の年次推移（平成２５年度～令和４年度）】

8



【参考】令和４年度監査の概要（全国）について

【指定効力停止件数の年次推移（処分事由別）（平成２６年度～令和４年度）】
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【参考】令和４年度監査の概要（全国）について

【指定取消件数の年次推移（処分事由別）（平成２６年度～令和４年度）】

1
0


